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    村政だより 
年の瀬を迎え、慌ただしい日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。 

村政だよりでは、村民の皆さんに身近な情報や村の補助事業などをお知らせします。ぜひ最後までご覧ください。 
  

リフト券購入補助について 

村では、今年度も村民の皆さん限定でやぶはら高原スキー場のシーズン券購入補助事業を実施します。 

★シーズン券購入費一覧  

区  分 大人（シニア含む） 高校生 中学生以下 

通常金額 20,000 円 10,000 円 7,000 円 

村補助分 5,000 円 3,000 円 4,000 円 

↓           ↓           ↓ 

購入(お支払い)額 

（通常金額－村補助分） 
15,000 円 *1 7,000 円 3,000 円 

  *1 シーズン券を購入された大人の方には、一人 5,000 円分の【木祖村共通商品券】が付きます。 

    スキー場内の飲食、レンタル、または村内の食事やお買物等にご利用ください。 

  ※商品券の有効期間：令和７年 12 月 20 日（土）から 6 ヶ月間 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 やぶはら高原スキー場 TEL：0264-36-1622 

産業振興課 商工観光係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2026 年木祖村カレンダー配布について 
村では 2026 年版の「木祖村カレンダー」を作成しました！ 

ご家庭でも使用しやすい A3 サイズとなっております。 

今年度も希望される村民の皆様に、12 月 11 日（木）より先着で無料

配布しております。ご希望の方は役場産業振興課までお越しください。 

※基本的にお一人様１部とさせていただきます。※無くなり次第配布

を終了させていただきます。 

【お問合せ先】 産業振興課 商工観光係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

木祖村版 きそバス時刻表等のパンフレット配布について 

 令和 7 年 10 月 1 日より運行を開始した広域幹線バス「きそバス」について、多くの方にご利用いただき誠

にありがとうございます。 

 さて、10 月中に配布をしたきそバス郡内共通時刻表について、木祖村に関する事項をピックアップし、見

やすくした「木祖村版時刻表」の作成を行いました。 

また、色弱により見えにくい方への対応や拡大した時刻表についても作成をしています。 

必要な方は、役場窓口での受け渡し又は郵送にて配布いたしますので、希望される方は下記担当までお問合

せください。 

なお、ホームページへの掲載も行いますので、そちらから取得も可能です。 

【お問合せ先】 総務課 企画財政係 

令和 7年 12月 25日 

第 10号 
発行：木祖村役場 

☎：36-2001 源流の源気くん 

★シーズン券ご購入方法 
下記期間中にやぶはら高原スキー場のセンターハウスでご購入ください。 

【令和７年 12 月 20 日（土） ～令和８年 1 月末】 

※購入補助は村補助金が無くなり次第終了となります。 
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帯状疱疹ワクチン定期予防接種及び補助事業 

令和 7 年４月１日から帯状疱疹ワクチンの定期予防接種が始まり、村では定期予防接種の対象となる方に補

助を実施しています。帯状疱疹は予防接種法の B 類疾病に位置付けられ、主に個人の予防目的のために接種を

行うものであり、対象者本人の意思により接種いただくものです。 

○令和７年度の接種対象者 

 以下の年齢で木祖村に住民票を有し、過去に帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けたことのない方 

  65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳、100 歳以上 

 ※今年度、定期予防接種の対象である方へは令和７年４月に個別通知を郵送しています。詳しくは個別通知

をご覧ください。（個別通知を紛失された方は、改めて個別通知を郵送いたしますので、役場 保健係ま

でご連絡をお願いいたします。） 

○実施期間：令和７年４月 1 日から令和８年 3 月 31 日まで 

○ワクチンの種類 

ワクチンの種類 接種回数 補助額 自己負担額 

乾燥弱毒生水痘ワクチン １回 4,000 円/1 回 4,250 円/1 回 

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン ２回 10,000 円/1 回 11,450 円/1 回 

※乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは 2 回接種が必要であり、1 回目の接種から 2 ヶ月の間をあけて 2 回目を接種

します。乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの接種をご希望の場合は、令和 8 年 1 月末までに 1 回目の接種を受けて

ください。 

【お問合せ先】 住民福祉課 保健係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

部位別個別がん検診補助事業 
健康寿命の延伸に向けた取り組みの一つとして、部位別に受診した個別がん検診費用の一部について補助し

ます。 

○対象となる方 

村内に住所があり、当該年度に対象となる検診を全額自己負担で医療機関にて受診された方 

○対象となる検診・補助金額 

○申請方法：医療機関の窓口で、一旦検診費用全額をお支払い頂いた後、役場にて手続きをお願いします。 

【 役場に持参いただくもの 】   

 □領収書  □検診結果  □印鑑  □振込先口座の分かるもの 

○その他   

当該年度に対象の部位について村の集団検診もしくは人間ドックのオプション検査及び精密検査として受診

したものは本事業の対象外です。本事業の対象となるか判断に迷う場合はお気楽に相談ください。 

【お問合せ先】 住民福祉課 保健係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

令和 8 年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります 

「子ども・子育て支援金制度」とは少子化対策のために子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。 

開始に伴い、加入する医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険など）の保険税・保険料とあわ

せて納付していただくことになり、支援金は児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子育て支援政策に

充てられます。 

支援金額は加入する医療保険や所得に応じて異なりますが、令和 8 年度から令和 10 年度まで段階的に導入

され、令和 10 年度以降も継続して実施されます。 

【お問合せ先】 加入している医療保険の保険者へお問合せください。 

部位 検査 補助金 補助回数 

胃 内視鏡検査 自己負担額の 7 割もしくは限度額 10,500 円のどちらか低い方の額 

一部位につき

一回限り 

大腸 内視鏡検査 自己負担額の 7 割もしくは限度額 14,000 円のどちらか低い方の額 

肺 CT 検査 自己負担額の 7 割もしくは限度額 10,500 円のどちらか低い方の額 

膵臓 MRI 検査 自己負担額の 7 割もしくは限度額 14,000 円のどちらか低い方の額 
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ニホンザルの目撃情報の提供をお願いします 

近年、村内各地においてニホンザルによる農作物等への被害が増加しています。 

村では、ニホンザルの被害対策として群れに発信機を取り付けスマートフォンやパソ

コンで位置を把握できるシステムを導入しています。 

現在、4 つの群れに発信機がついており、行動範囲がわかってきましたが、村には１

０群あるといわれており小木曽北部などまだ発信機がついていない群れがあります。 

すべての群れに発信機を装着するため山や里に食べ物が少ない冬の間にニホンザルの

捕獲を強化しています。捕獲をする際に出没が多い場所にオリの設置を行いたいため村

内でニホンザルの群れを目撃した場合は連絡をお願いします。 

  その際ですが、以下の情報をいただけますと対策がしやすくなります。 

１．場所（土地所有者を把握したいので具体的に）  ２．頭数 

 

ニホンザルの捕獲ですが、以下のよ

うなオリを使用しています。重い扉が

落ちて捕獲をするので、オリの周りに

は近づかないようにお願いします。 

 

【お問合せ先】 

産業振興課 林務係・農政係 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「スマートフォン等による確定申告」説明会のご案内 
税務署では、確定申告会場に出向かずとも、簡単に手続きが完了するスマートフォン（以下スマホ）等によ

る自宅ｅ－Ｔａｘ申告をおすすめしています。 

つきましては、スマホを使用した具体的な申告入力の仕方について、説明会（予約制）を開催いたします。 

＜開催日および開催会場＞ 

対象となる方 開催日 開催時間 定員 開催会場 留意事項 

給与所得 

年金所得 

申告者 

令和８年 

１月 28 日（水） 

【午前】10時～正午 

または 

【午後】14 時～16 時 

 

30 名 

 

木曽町 

文化交流センター 

２階大会議室 

（会議室１・２） 

※定員 30 名の事前

予約制となりま

す。 

＜予約方法＞ 

令和８年 1 月 23 日(金)15 時までにお電話でご予約願います。 

＜お持ちいただく物＞ 
① スマホ（マイナンバーカード読取り機能を有するもの） 
② 参加されるご本人のマイナンバーカード 
③ マイナンバーカードの暗証番号（数字４桁、英数字６～16桁） 
④ 令和７年分の源泉徴収票（給与・公的年金収入ある方） 
⑤ 令和７年分の社会保険料・生命保険料・年間残高証明書（住宅借入金）・寄付金控除証明書等の控除対象

金額のわかるもの 
⑥ 作成済みの医療費控除の明細書（医療費控除を受ける場合） 
⑦ ｅ－Ｔａｘの利用者識別番号のわかるもの（取得したことがある方） 
⑧ 筆記用具 
※④～⑦のない方へは配付資料にて入力方法を説明いたします。 

＜注意事項＞ 
１ 開催会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。また、会場の駐車場は台数に限りがありますので、
なるべく公共交通機関をご利用ください。 
２ 給与・年金収入で源泉徴収税額があり、各種控除により所得税の還付が受けられる方を対象として説明い
たします。 
３ 当日職員による控除等の内容確認や金額の計算は行いません。また、説明は申告（送信）前までですの
で、後日ご自身で申告をお願いいたします。 
【お問合せ先】 木曽税務署 調査部門 記帳指導担当 TEL: 0264-22-2024（自動音声案内） 

「２」を選択してください。 
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年末年始の業務のご案内 

役場は 12 月 27 日（土）～1 月 4 日（日）まで年末年始休業（閉庁）となります。 

ただし戸籍の届出（出生・死亡・婚姻届など）は、閉庁中も受け付けます。 

各施設の休館日 

施設名 休館日 

郷土館  12 月 26 日（金）～2 月 28 日（土）まで休館 

笑ん館  12 月 27 日（土）～1 月 4 日（日）まで休館 

源流図書館 12 月 27 日（土）～1 月 5 日（月）まで休館 

村民センター・社会体育館 12 月 29 日（月）～1 月 3 日（土）まで休館 

公共交通 

ひまわり号（バス）：12 月 28 日（日）～1 月 2 日（金）まで休日便で運行 

たんぽぽ号（デマンドタクシー）：12 月 28 日（日）～1 月 2 日（金）まで運休 

木曽クリーンセンター年末特別持ち込みについて 

 普段木曽クリーンセンターでは、休日、祝日の持ち込みは受け入れておりませんが、年末の下記の日程で、

一般家庭の燃えるごみに限り、持ち込みを受け入れます。持ち込みをしたくても、平日にクリーンセンターに

行く時間が取れないという方は、この機会をご活用ください。 

なお、不燃ごみやリサイクル品の受け入れは行っておりませんので、お間違いのないようお願いします。 

○日時：令和７年 12 月 29 日（月） 午前９時～午後３時 

【お問合せ先】 木曽クリーンセンター TEL：24-3131 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
模擬子ども議会 ＣＡＴＶ放映について 
 11 月 27 日（木）に木祖中学校３年生による模擬子ども議会が開催されました。事前にグループで考えた質

問を６名の生徒が代表して質問しました。野生鳥獣対策や障がい者対策、また、補助金や村のＰＲ活動への質

問に加え、村の政策に対し、生徒自らの考えを提案する場面もありました。 

【放映日時】 

 令和８年１月２日（金）10 時～ 

令和８年 1 月 15 日（木）～1 月 21 日（水） 

平日：8 時～、12 時～、16 時～、20 時～ 

土日：8 時～、13 時～、16 時～、19 時～ ※121ch で放映されます。 

【お問合せ先】 議会事務局 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

年末の交通安全運動が行われています！ 

 12 月 15 日（月）から 12 月 31 日（水）まで年末の交通安全運動が行われていま

す。年末を迎え、夕暮れから夜間の事故や飲酒運転の増加などが懸念されることか

ら、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を習慣付け、交通事故の防止を図ることを目的となっています。 

下記の４つを重点として行っています。 

 ①夕暮れ時と夜間の交通事故防止  ②高齢者の交通事故防止 

 ③自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの厳守とヘルメットの着用促進 

④飲酒運転・妨害運転の根絶 

この時期は日没が早く、歩行者の視認が遅れたり、凍結によるスリップ事故が発生しやすくなります。ドラ

イバーの皆さんは、スピードを控えめに、車間距離をとり、安全・防衛運転に努めましょう。また、飲酒をす

る機会が多くなります。飲酒運転は重大事故の原因となり、多くの人の人生を台無しにします。飲酒運転を絶

対しない、させない、許さない社会を作りましょう。歩行者の皆さんは、夕暮れ時には反射材やライト等を着

用し、自動車から視認されやすくなるよう心がけましょう。 

【お問合せ先】 総務課 庶務係  

 
木祖村役場 

〒399-6201長野県木曽郡木祖村薮原 1191番地 1  TEL：36-2001 FAX：36-3344  


